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経済論叢(京 都 入学)第159巻 第1・2号,1996年1・2月

松下電器の流通政策における

専売制と現金取引の意義

日 高 謙 一

1は じ め ・に

本稿は,高 度成長期以前における松下電器の流通政策を対象 とし,以 下の点

を実証するこどを課題とする。

第1の 課題は,確 実な代金回収のための現金取引の原則が高度成長期以前の

専売代理店制度の時期に既に形成されていたことを明らかにすることである。

代金回収の問題は,高 度成長期に入 りテレビなどの高額商品の普及が広がっ

ていくにつれさらに深刻になったD。.しか し,代 金回収は高度成長期以前既に

問題になっており,松 下電器ではそれへの対応を重視 していた。本稿で高度成

無期以前の時期を対象とするのはこうした理由からである。

第2の 課題は,高 度成長期以前における松下電器の流通政策の具体的な分析

を通 して,そ の焦点が,既 存の代理店 と小売店の資本効率 を.ヒ昇させ,彼 らの

資本蓄積 を促進す ることにあったことを明らかにすることである。

メーカー各社により代理店や小売店の資金的限.界を超えて押 し込み販売が行

われた結果,彼 らは支払代金を捻出するために,換 金 目的で廉価に再販売した

り,正 規外の流通経路に商品を流すなどし.て,いわゆる"金 融物"が 市場に出

回り,卸 価格ひいては小売価格を低下させるとい う状況が高度成長期以前にも

起こっていた。このような流通秩序の混乱を是正するために,松 下電器は代理

1)高 度成長期 における信用取引 とそれに よる過剰流通在庫の問題 を指摘 したもの として,山 下祐
子,「 流通機構 と産業の発展」ダ一橋大学研究年報商学研 究36 .1995年,が ある。
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店の資金状況を適確に把握 していなければならなかった。松下電器は,代 理店

や小売店が松下電器の販売政策に沿った資金利用をするように彼 らの経営に立

ち入って指導 し,松 下電器の販売政策に同調できるように彼 らの資本蓄積を促

進しようとしたのである。

家電製品のような耐久消費財の分野では,従 来普及していなかった製品を販

売す る際に,製 造業者は一から販売組織を構築 しなければならなかった と言わ

れる。 したがって,耐 久消費財において代理店や小売店に対する経営指導や援

助は,そ の普及当初から重要な流通政策の課題であった。

しか し,従 来の研究では,松 下電器の流通政策における代理店や小売店の経

営指導(特 に資金面において)と い.う観点は弱い鋤。また,研 究の対象時期 も

従来の研究では高度成長期を中心に行われてきたが;.松 下電器の基本的な流通

政策は高度成長期の販社設立以前に見ることがで きる%し たがって,代 理店

や小売店に対する経営指導と.いう観点か ら松下電器の流通政策を分析する以上

高度成長期以前の分析は不可欠である。

現金取引と専売制はどちらも代理店や小売店の資金効率を高め,資 本蓄積を

促進するために必要であった。なぜなら,支 払期間の長期化や併売は多 くの資

金を必要とし,代 理店の資金繰 りを悪化させ代理店経営を不安定にしたからで

ある。代理店経営が不安定であれば価格安定のための適切な小売店指導援助は.

困難であった。

1950年 以降の松下電器の流通政策は,月 賦販売会社の設立によって信用取引'

を制度化 して市販経路 と区別 し,市 販経路では松..ド電器製品の取 り扱い比率の

上昇と現金取引を徹底させるものであった㌔

以下,Hで は終戦直後のインフレ期,田 ではデフレ期の松下電器の流通政策

2)孫 の研究 ぱ経営指導 を意識 しつつ も,松.下 電器の流 通経路構 築過程 に重点 を置 いてい る(孫.・

善,「 高度成長期における流通系 列化 の形成一 松下販社制度 の形成 を中心 に一 」,「経 営史学」,

第29巻3号,1994午)α

3)こ の点は孫 も 「専売店制度の延長線で販社が全国的に設立されていった」 と述べ てい る(同 ヒ,

4ペ ー ジ}。

4)本 稿 の対象 は市販経路 に限定す る。

.
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松下電器の流通政策における専売制と現金取引の意義.(89)附

につ い て検 討 す る。 これ らの 時期 は,松 下 電器 自身 が運 転 資 金 の 不 足 に苦 しん

で いた 時 期 で あ る。Wで は,松 ド電器 の財 務 状 況 が 改 善 され 本 格 的 に量 産体 制

を確 立 して い った1950年 代 前 半 を対 象 と し,最 後 にVで は全 体 を総 括 し専 売 制

と現 金 取 引 の 意 義 を 述 べ る と.ともに,1950年 代 中頃 か ら顕 著 にな った専 売代 理

店 制 度 の 限 界 を述 べ る。

11生 産 復 興 期 の 流 通 政 策(1946年 ～47年}

終 戦 直後,松 下電 器 の主 な生 産 品種 は ラ ジ オ及 び ラ ジ オ部 品,乾 電 池,灯 器,

電 球,電 熱 器で あ っ た。 例 え ば ラ ジ オ生 産 は,政 府 の 生 産計 画 の下,生 産 台 数

が 割 り当 て られ て お り,資 材 調 達 もま まな らな い た め増 産 は 困難 で あ った 。 ま

た,「 再 開 当初,従 業 員 で ラ ジ オ を よ く知 って い る者 が 少 な く,管 理 監 督 者 も

復 員 して い な い状 態 で,.人 材,資 材 と もに相 当苦 しい状 態 で あ った 。∫,

ラ ジオ業 界 で は,1945年 中 は ラ ジ オ用 真 空 管 と して軍 需 用 真 空 管 在 庫 が 大 量.

に放 出 され たが,.1946年 にな って真 空管 の不 足 は深 刻 に な った 。 松 下 電 器 で は,.

1946年9月 か ら真 空 管 の 自社 生 産 を 開始 したが,生 産 効 率 化 と品 質 改 善 が 課 題

で あ った%そ の た め,1949年 頃 まで 他 社 か ら真 空 管 の 供給 を受 け て いた 。

松 下 電器 無 線 製 造 所 で 戦 後 最:初に生 産 さ れ た ラ ジ オR-1型 は"並4"と よ

ば れ る再 生 式 ラ ジ オで あ っ た%生 産 再 開 当 時,松 下 電 器 の ラ ジ オの 品 質 は

「箱(キ ャ ビ ネ ッ ト)の 板 は薄 く,ニ ス も悪 く,裏 板 は 薄 い ベ ニ ア板 な ので 皆

そ って い た」B}ような 状 況 で あ った 。

また,ラ ジ オ及 び部 品 ・電 球 ・電 熱 器 な ど,松 下 電 器 が 生 産 して い た ほ と ん

どす べ て の製 品 に対 して公 定 価 格 が 定 め られ て い た 。 公 定価 格 の た め に 多 くの'

メー カー は 赤 字 経 営 を続 け て お り',,運 転 資 金 は 金 融 機 関か らの借 入 に 依 存 し

5)松 下電器産業ラジオ事業部,1創 造への飛躍一一 ラジオ事業部駒年のあゆみ」,1981年,88ペ ージ。

6)松 下電器産業,「社史資料{3)」,1961年,21ページ。

7}同 上,88ペ ージし、...

8}寺 出泰三,1私 の電気屋 としての40年の歩み」,1971年,10ペ ージ。

91松 ト電器産業,r松 下電器五十年の略史」,1968年,204-5ベ ージ。東京芝浦電氣,r東 京芝浦電

気株式会社八 号・五年史』,1963年,278ペ ージ.
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て い た 。松 下 電器 も例 外 で は な く,公 定 価 格 を遵 守 して い た た め多 くの 負 債 を

抱 え て い たゆ。

加 え て,電 器 製 品 の 多 くに は物 品 税 が 課 され て い た 。例 え ば ラジ オ の場 合,

製 造 業 者 販 売 価 格 に対 して30%の 税 率 で あ っ たLL,。30%の 物 品 税 は小 売 価 格 に

反 映 され るた め,課 税 され な い ア マ チ ュ ア製 作 の ラ ジ オに対 し高価 格 に な っ て

い た 。

さ らに,戦 後 直 後,異 業 種 か ら電 器 製 品生 産 へ 多 くの 参 入 が あ った。 ま た,

供 給 不 足 の 中 で ラジ オ,乾 電池,電 球 を製 造 す る 中小 企 業 が 戦 後 多 数設 立 され

た6∫ラ ジ オの セ ッ トメ ー カ ー数 は.】947年に は86社 に まで 増 加 した匠2〕。 ラ ジ オ の

場 合,松 下 電 器 は 戦前 か らの セ ッ トメ ー カ ー,重 電,戦 後 設 立 され た 中小 セ ッ

トメー カー,ア マ チ ュ ア との競 争 に さ ら され てい た。

終 戦 直 後 の1945',生 産 の再 開 と と もに 出張 所(後 に営 業 所 と改称 さ れ る)

の再 建 も始 ま った 。12月 に は 本社 に営 業 部 が 設 置 され,出 張 所 は営 業 部 の 下部

組 織 とな った13:1。さ ら に,1946年6月 に は営 業 部 は営 業 本 部 に改 組 さ れ た 。営

業 本 部 長 に社 長 が 兼 任 し,営 業 本 部 の 下 に製 品 部 と商 務 部 を 設 け14),営 業 体 制

を強 化 した 。 営 業 本 部 管 轄 下 に 東 京,大 阪,.名 古 屋,広 島,九 州,北 海 道営 業

所 が 再 建 さ れ全 国6営 業 所 体 制 が で きあ が った1`}。これ に よ っ て,〈 事 業 部 一

営 業 所 一 代 理 店一 小 売 店 〉 とい う松.ド電 器 の流 通 経 路 の基 礎 が 確 立 され た 。

しか し,当 時 は まだ 営 業 所 は 単 な る商 品 の 配給 窓 「1に過 ぎ なか った 。 品 不 足

の た め仕 入 れ た 商 品 はあ っ とい う間 に 売 れ て い っ た。 代 理 店 は松 下 電 器 に比 べ

現 金 を豊 富 に有 して い た 。 した が って,終 戦 直後 の1946年 度 の代 理 店 契 約 は 松

10>比 較 貸借対照表 によると,1946年8月11日 か ら1948年11月30日 まで の期 間に,借 入金及び未払

金が大 幅に増加 してい ることが見て とれ る 〈松 下電器 産業,「 営業報 告書」,1948年 下期)。

11)日 本電気通信 工業会,「 戦後 の通信工業』,畑59年,215ペ ー ジ。

12)公 正取引委員会編,『 日本産業集 中の実態』,1957年,219ペ ージ表。

13)松 下電器産業,r松 下電 器 ・営 業史 〔戦 後編)』1980年,31ペ ーージ。

14)製 品部は製造計画 の樹立,生 産の完遂督励,.各 営業所 への配給,販 売督励,連 絡折衝お よび各

種組 合関係 業務 を分担 し,商.務 部 は販売計画,製 品数量 の決 定,販 売制度 の確立,販 売の助成お

よび関係業務 を分担す る,と されてい る(同..ヒ,39ペ ージ〉。

15)同 上,40ペ ー ジ。



松下電器の流通政策における専売制と現金取引の意義.(91>91

下 製 品 の販 売 努力,正 価 の遵 守 の よ うな抽 象 的 な 内 容 に と ど ま って お り'6〕,拡

.売 りベ ー トは契 約 品種 毎 に行 われ てい た。 例 えば,第1種 製 品 に つ い て の 「販

売 奨 励 制 度 」1『}は,3ヶ 月.単位 で 単 一 乾 電 池 販 売 数 量 と第 ユ種 製 品ユ8)への実 際

支 払 金 額 を基準 に2.0%か ら最 高5.0%ま で 「販 売 奨 励 金 」 が 贈 呈 さ れ た。 こ う

した 契 約 品種 毎 の販 促 リベ ー トの 設 定 は松 下 電 器 全 体 と して 統..一一さ れ た流 通 政

策 が と られ て い なか っ た こ とを意 味 して い る。

当 時,家 電 業 界全 体 と して 安 定 した 生 産 と品 質 の 確 保 は 困 難 で あ っ た。 また,

イ ン フ レの た め現 金 はす ぐに商 品 化 され た 。 流 通 業 者 は`'仕 入 れ られ る と き仕

入 れ られ る と ころが ら"仕 入 れ る しが な か った 。 流 通 業 者が 特 定 の製 造 業 者 の

製 品 のみ に取 り扱 い を絞 る こ とは 困 難 で あ った 。 イ ンフ レ期 に は仕 入 販 売 計 画

を立 て て もその 通 り実 行 す る こ とは 困 難 で あ っ た。 したが っ て,製 造 業 者 は流

通 業 者 に 自社 の 販 売 方 針 に した が った 販 売 を行 わせ る実 行 力 を持 ち得 なか った 。

む しろ流 通 業 者 には 良 品 を 安 く仕 入 れ る 目利 きが要 求 され て いた 。 中小 製 造 業

者 が 乱 立 して い た この 時 期,流 通 業 者 に とっ て は商 品 の仕 入 れ 先 は多 数 存 在 し

た 。 現 金 取 引 に よ って 仕 入 先 に譲 歩 を 求 め,大 き な マ ー ジ ン を獲 得 す る こ とが

可 能 で あ った 。

一 方 で
,当 時 は 電 器 製 品 全般 に お い て 品 質 に対 す る信 頼 性 が 低 く流 通業 者 は

販 売 した 製 品 の 品 質 保証 や ア フ ターサ ー ビ ス につ い て一 切 の 責 任 を負 って い た。

松 下 電 器 は 公 定価 格 を 遵 守 し廉 価 販 売 を行 わ なか6た 。 代 理 店 ・小 売 店 の松 下

製 品 取 り扱 い 量 を増 や す た め に,松 下 電 器 は品 質 の 優 秀 性 と安 定供 給 の点 を ア.

ピー ル し,戦 前 の優 秀 な ナ シ ョナ ル ラ ジオが復 活 した とい う印 象 を彼 らに持 た

せ る こ とに よ っ て,ナ シ ョナ ル ラ ジ オ に対 す る ブ ラ ン ドロ イヤ リテ ィー を復 活

さ せ よ う と した。1947年 無 線 製 造 所 が 開催 した 「生 産復 興 工 場 見 学 大 売 り出

し」19:1など はそ う した デ モ ンス トレ「 シ ョンで あ った と言 え る。

16)松 下電 器産業経営資料(代 理店契約に関する資料1、1946年 。

17)松 下電器産業経営資料(第1種 契約製品に関する資料),1946年 。

18)乾 電池.探 見電灯,ラ ンプ,ベ ビーラ イ ト,豆 電球が 含まれ る。

19>『 創造への飛躍』,89ペ ー ジ。

}.
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IIIデ フ レ期 の 流通 政 策(1948年 ～49年)

1代 理店政策

1948年,イ ンフレは収まる傾向にあったものの,政 府の金融引き締め政策に

よって松下電器は資金難の状態であり,消 費者の購買力も低下 していた。一方,

終戦直後多数の製造業者の参入によってラジオをは じめ電器製品の生産量は戦

前の水準を回復するに至 った。そのため1948年 頃から電器業界では,景 品 ・招

待旅行付 き売り出しが激 しさを増 していた。利益の出ない過当な販売競争の結

果,多 くの製造業者が整理された。松下電器も例外ではなく,1948年 か ら生産

品種,製 造所の整理続合を行っていっf:'%1948-49年 のデフレ期は生産能力

.の拡大よりむしろ資産整理の時期であった。

松下電器が代理店の整備に着手 し始めたのはこうした状況下であっだn。

1948年8月 代理店契約更改に際し,販 売力旺盛で協力度の高い代理店のみを厳

選 し契約が行われた陀}。

1948年9月,契 約更改直後の大阪営業所管内23)に54店の代理店が存在 した。

その内,第1種 製品について契約を交わ している代理店数は48店,第2種 製品

は37店,第1種 から第4種 までの全製品について代理店契約を交わしているの

は27店であった鋤。

代理店には松下電器製品を取 り扱い品中の優先商品として拡充に努力するこ

とを求めた。契約製品毎廟に販売基本金額 とりべ一 ト率が設定されており,達

成店には 「販売奨励金」が支払われた。第2種 契約製品のラジオを例に見てみ

20)「 略史』,206-7ペ ー ジ。

21〕 年初 にあた って松下社長は,「 今年は代理店 と松 下は も.つと強 い精神 的つ なが りを強化 したい。

そ して販 売組織 に新 機軸を出 したい と思 う。」 と語 ってい る 〔松下電器産業経 営資料(共 栄 会に.

関す る資料),1948年1月31日)。

22)r営 業史」,53ペ ー ジ。

23)大 阪 ・京都 ・兵庫 ・山陰 ・滋賀 ・奈 良 ・和歌 山 ・三重 ・徳島 ・香川 ・高知.・愛媛を含む。

24)大 阪営業所資料,1948年9月 い

25}契 約品種は第1種 電池 ・ランプ等,第2種 ラジオ ・ラジオ部品 ・真空管等,第3種 電球、第4

種電熱器の4種 であ ったP
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る と,「 販 売 奨 励 金 」 は 月額20万 か ら90万 ま で5段 階 を設 定 し,実 際支 払 金 額

に対 し1,0%か ら最 高3.0%で 設 定 され て い た。.

ま た,「 販売 奨励 金 」 と分 離 して 「支 払 感 謝 金」 が設 定 さ れ て い た。 「支 払 感

謝 金 」 の支 払 率 は,製 造 所 毎 で は な く松 下 製 品 全 体 に対 す る実 際 支 払 額 が 基準

と な っ て い た。 請 求 金 額 に対 し,支 払 率8D・90・100・110%の4段 階 で 支 給

率 が 設 定 され て い だ%

松.下電 器 の 代 金 回 収 期 間 は他 メ ー カ ー に比 べ 短 か った助。 生 産 を維 持 し,さ

ら に増 産 を はか るた め に商 品 代 金 の 早 期 回 収 が 不 可 欠 で あ った 。増 資 が 困難 で

あ った た め,資 金 の 回転 率 を速 くす る必 要 が あ っ.た。代 理 店 に対.して売 掛 金 の

早 期 回収 や 代 金 の 早 期 払 い の協 力 を 要 請 せ ざ る得 なか った28,。代 理 店 に は 支

払 期 限 まで に 商 品 代 金 を 準 備 して お くよ う計 画 的 な資 金 運 用 を 求 め た ので あ

る。

製 造 所 の 方 針 を 伝 え るた め,製 造 所 の販 売 方 針 や 製 品情 報 は 「代 理 店 リポ ー

ト」 を通 じて 代 理 店 に 伝達 さ れ る よ うに な っ た。

無 線 製 造 所 で は1949年 年 初 に,「 代 理 店 リポ ー.ト」 を 通 じて 「製 造 設 備 並 び

1ζ製 造 方 式 の徹 底 的 改 良 に よ る増 産 体 制 の 確 立 」捌 を第 一 目標 とす る こ とが 伝

.え られ て い る 。

生 産 面 で は,1948年 下 期 か ら50年 上 期 にか けて の デ フ レ期 に徹 底 的 な生 産 合

理化 が行 われ.ラ イ ンの能 率 増 進 が はか られ た 。 無線 製造 所 で は時 間研 究 ・動

作 研 究 ・工 程 研 究 な どに よ る作 業 改 善 が 行 わ れ た 鋤。 また,ラ ジ オ部 品 の 中で

も,松 下電 器 の懸 案 で あ った 真 空 管 性 能 が他 社 真 空 管 と遜 色 の ない 程 度 まで 向

上 して い っだ ㌔

しか し,実 際 に は1949年 政府 の デ フ レ政 策 に よ っ て さ ら に資 金 繰 りは悪 化 し

26}松 下電器産業経営資料(代 理店契約に関する資料),1948年 。

2の こ.のことに対して代理店から不満が述べられている 〔無線製造所資料,1949年2月10日}。
.28)松 下電器産業経営資.料,1948年1月31日 。

29}無 線製造所資料,1949年1月16日 。

30)f創 造への飛躍」,90ページ。

31)無 線製造所資料,1949年5月10日 。
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た 。 松 下 電 器 で は,6月 に は ラ ジ オ ・電 球 な どの12工 場 を半 日操 業 と し認,,7

月 の 機 構 改 革 で は 工場 別独 立 採 算 制 を と って 合 理 化 を はか った 。 しか し,同 年

末 に はさ らに 経 営 は 苦 し くな り,ラ ジ オ ・真 空 管 な どの4工 場 が1ヶ 月 の休 業

に追 い 込 まれ た3%

1949年8月 の 契 約 更 改 で,代 理 店 は製 品別 に最 低 取 引 額 を覚 え書 き と して 設

定 し,そ の 額 を達 成 した場 合 の み 各種 の特 典 が 与 え られ る こ と にな った 。達 成

代 理 店 す べ て に対 し,全 製 品 の仕 入 額 に対 して1%の 「契 約 積 立 金 」 が 松 下 電

器 内 に積 み 立 て られ,そ れ と同 額 の 「協 力 感 謝 金 」 が 加 え られ,そ の 、ヒに松 下

電 器 の 株 式 配 当 と 同額 が 合 算 さ れ て 「配 当付 き契 約 積 立 金 」 が 積 立 贈 呈 さ れ

た到。 これ ら の リベ ー トは松 下 電 器 全 製 品 の購 入 に対 す る もの で あ る。 製 品 毎

に は従 来 と同様 に 「販 売 奨 励 金 」 が 支 払 わ れ た。 しか し,前 年 度 契 約 にあ った

4段 階 の支 払 感 謝 金 は 廃 止 さ れ,納 入金 額 を算 定 基 準 とす る 「販 売 奨 励 金 」 へ

と戻 った。 ラ ジオの 例 で は,「 販 売 奨 励 金 」 は 月20万 か ら100万 の6段 階 基 準

を設 け,2.0%か ら最 高4,5%に 設 定 さ れ て い た 。

この契 約 更 改 で 前 年 度 契 約 に比 べ 代 理 店 へ の りベ ∵ トは複 雑 か つ 厚 くな った 。

リベ ー トを含 め代 理 店 の 実 質 マ ー ジ ンは 約1割2分 で あ っ た。 松 下 電 器 は,こ

れ に よ っ て 代 理 店 の資 本 蓄 積 を促 進 し拡 充 資 金 と して 利 用 させ よ う と して い

た謝。 しか し,リ ベ ー トの増 大,決 済期 限 の 短 縮 は 押 し込 み 販 売 の 圧 力 を強 く

し,値 崩 れ とそ の結 果 と して 代 理 店 利 潤 を 圧 迫 す る危 険性 を は らんで い た。

また,こ の契 約 更 改 と と も に,「 ナ シ ョナ ル共 栄 会」 が.発足 した 。1949年 当

時,代 理 店 は2社 以 上 の メ ー カー と取 引 す るの が 常 態 とな って い た 。共 栄 会 は

32)『 略剋,207ペ ージリ

33)同 上,209ペ ー ジ。

34)松 ド電器産業経営資料(代 理店契約 に関す る資料),1949年.

35)以 下は北海道設 立大会での松 下社 長の弁 である。「本年度 は……約5割 の増産 とな り.ます故 に

それだけ多 く販売 して戴か なけれ ばな りませ ん。之が販売 をするにはそれだけの資 本金が御入用

につ き営業面に於 いて生み 出す様 にお願いい致 したいのであ ります。」「代 理店 リベー トが8分 あ

る として他に歩戻 しが4分 ある としますれば計1割2分 となります.此 の2分 を共栄会へ通行税

として積み立てれば代理店相互 の価格 の維持 ともな りまし ょうし今後の拡 売資金 となる と思 いま

す」(松 下電器産業経営 資料(共 栄会に関する資料),1949年10月14日 〕。
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薄 れ つ つ あ る代 理 店 と松 下 電 器 の結 びつ き を精 神 的 な 面 か ら固 め る こ とを 目的

と して い た 。 同 時 に代 理 店 間 の相 互 援 助 ・相 互信 頼 を 高 め る とい う 目的が あ?

た 。 会 員 間 で 共 同 宣伝 や 共 同売 出 しな ど を行 う と と も に,会 員 間 の ナ シ ョナ ル

製 品 の価 格競 争 を抑 制 す る狙 い が あ った お〕。

同 年,.副 代 理店 ・特 約 店 制 度 を設 け,販 売 網 を 拡 大 して い っ た。 これ ら も含

め 共 栄 会 の メ ンバ ー は1950年5月 時 点 で 約250で あ っ た37)。

2.小 売販売店政策

小 売 店 に対 して は1947年 か ら 「ナ シ ョナ ル シ ョ ップ誌」 とい う機 関誌 を通 じ

て松 ド電 器 製 品 の紹 介 や 販 売 方 法,販 売 促 進 や経 理 の 方法 な どの効 率 的 な小 売

店経 営 の 方法 とい っ た情 報 を提 供 して い た 。 しか し,松.ド 電器 の対 小 売 店 政 策

が 本 格 的 に始 動 す る の は1949年 の連 盟 店 制 度 再 開 か らで あ る。

電 器小 売店 は故 障修 理 と い う重 要 な機 能 を 果 た して い た。 個 人経 営 の多 い 電

器小 売店 で は修 理 業 務 に手 一 杯 で あ った 。 販 売計 画や 顧 客 管 理,記 帳 を行 うこ

とさ え 困 難で あ っ た。 販 売 に関 して はマ ー ジ ンの大 きい 商 品 を優 先 的 に販 売 し

た り,売 上 を優 先 す るあ ま り安 易 に値 下 げ に走 りが ち で あ っ た 。 松 下 電 器 に

と って,自 社 製 品 の安 定 した 販 路 を構 築 す るた め に小 売店 の労 力 と資 金 を 自社

の販 売方 針 に治 り て運 用 させ る必 要 が あ った 。

1949年 年 初 か ら,.ラ ジ オ セ ッ トに は 「サ ー ビ.スカー ド」.を 同 梱 し,売 上機

.種 ・購 買 動機 ・購 買 者 層 な.どの 調査 を 行 い 始 め謝,2.月 に は ラ ジ オ連 盟店 制 度

が復 活 した。

3月 に ま とめ られ た.「サ ー ビ ス カー ド」 の 第一 次 集 計 結 果 に よ って 以 下 の こ

とが 明 らか に な った39》。1)需 要 の 中心 は"ダ イ ナ ミ ックス ピー カー 付 き再 生

式 ラ ジ オ"或 い は`'ス ーパ ー式 ラ ジ オ"へ 移 行 して い る。2)新 規 購 入 者 は価

36)松 下電器産業経営資料(共 栄会に関する資料),1949年8月 』

訂)「 営業史』,58ページ。

38)無 線製造所資料,1949年1月22日 。

39)無 線製造所資料,1949年3月7日 。
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格 の手 頃 な"ダ イナ ミ ッグ を,買 い換 え購 入 者 は"ス ーパ ー"を 選ぶ 傾 向が

あ る。3)購 入 動 機 は,1.品 質 が よ い か ら(36%),2.店 で 勧 め られ た

(18%〉,3.意 匠 が よ い(17%〉 が 上 位 を 占 め て お り,改 め て小 売 店 に よ る推

奨 が 購 買 決 定 に大 きな 影響 を与 え て い る こ とを再 確 認 した 。

この 集 計 結 果 を受 けて,無 線 製造 所 で1949年 夏 に 「優 秀 ナ シ ョナ ル ラ ジ オ普

及 運 動 」 を実 施 した 。 「ナ シ ョナ ル ラ ジオ は 売 りや す い」,「rナ シ ョナ ル ラジ オ

は名 実 共 に一 流 品 だ」 との 「信 用 』 とナ シ ョナ ル ラ ジ オ を取 扱 って い る こ とが

お客 様 に 『安 心 して 買 え る信 頼 ので きる店 だ 』 との 印 象 を深 め て い ただ くた め

に」ゆ,セ ッ ト毎 に 「診 断書 」 を つ け,半 年 な い しは1年 間 の 無料 保 証 サ ー ビ

ス をつ けた 売 り出 しを行 った。

ラ ジ オ に続 い て1949年9月 に電 球,翌50年2月 に は乾 電池 につ い て,戦 前 の

製 品 別 連 盟 店 制 度 が復 活 し,連 盟 店 へ の登 録 店 に連 盟 店 表 示看 板,広 告 宣 伝 物,

連 盟 店 リポ ー トを通 じて 売 り出 し情 報 や 技 術 資 料 が 提 供 され た`%

連 盟 店 制 に先 だ っ て 「共 益 券 」司2:卜(電球 と乾 電池 の場 合 は 「共 栄 券 」 と呼 ぶ)

の 添 付 も再 開 さ れ た6「 共 益 券 」 に は 点 数 がT1'さ れ,点 数 に 応 じた 「販 売 奨 励

金 」 の 払 い 戻 しや そ の他 特 典 が あ った 。 松 下 電 器 は 「共益 券 」 の返 送実 績 を も

.と に,販 売 能 力 が大 き く仕 入 れ の安 定 した優 秀 な小 売 店 を連 盟 店 と して登 録 し

て い った 。

松 下 電 器 は,連 盟 店 が 拡 充 資 金 を生 み 出 せ る よ う に,彼 らの資 本 蓄 積 を促 進

させ る政 策 の必 要性 を感 じて い た。 そ の第 一 線 にあ るの が代 理 店 で あ り,代 理

店 には 小 売 店 へ の支 援 が 要請 され てい た。 そ の た め に,ま ず代 理 店 と小 売 店 の

継 続 的 ・安 定 的 な取 引 を確 立 す る こ とが 前提 で あ った 。

.小 売 店 が 複 数 の代 理 店 か ら仕 入 れ る場 合,「 共 益 券 」 を貼 り付 け る台 紙 は代

理 店 毎 に区 別 され だ%こ れ は 「販 売 奨 励 金 」 の 計 算 を代 理 店 毎 に別 々 に行 う

4① 無線製造所資料,1949年5月31ロ 。

41)『 営業史」,55ペ ー ジ。.

42)「 共益券」 には販売店毎の販売数量 を把握す ることを 目的 として戦前商 品に添付され ていた も

のであ った(「 社史資料{1)J,1961年,40ペ ー ジ)。
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た め で あ る。 「販 売 奨励 金」 は 累進 制 の た め別 計 算 で はそ の 獲 得 に不 利 に な る。

こ う して,松 下 電 器 は小 売 販 売 店 が特 定 の代 理 店 か らのみ 商 品 を仕 入 れ るよ う

な イ ンセ ンテ ィブ を与 え てい った 。

ラ ジ オで は 「共 益 券 」15枚 で連 盟 店 と して 登 録,電 球 で は3ヶ 月 で 電 球250

個(「 共 栄 券」10枚 〉 以 上 の販 売 を確 約 した 販 売 店 とな って い た覗)。.

ラジ オ連 盟 店 の場 合哺,,連 盟 店 で 無線 製 造所 総 販売 額 の80%を 販 売 し,1%

を連 盟 店 運 営 経 費 に あて る計 画 で あ った 。 しか し.発 足5ヶ 月 後 の 調 査 で は連

盟 店経 費 は総 販 売 額 の0.28%に 過 ぎな か った 。 「共益 券」 が予 定 通 りに返 送 さ

れ て こ なか った ので あ る。 そ こで,1ヶ 月仕 入 台 数 が5台 以 下 の 零 細 店 の 指 導

育 成,非 連 盟 店 の 連盟 店へ の登 録 促 進,連 盟 店 の 特 典 の 追 加 な どが 検 討 さ れ た。

そ の後,1950年7月 に連 盟 店 登 録 資 格 を共 益 券15枚 か ら10枚 へ 緩 和 し,同 時

に 「販 売 奨 励 金 」 を倍 額 に し,ユ,000店 弱 の 連 盟 店 数 を3.000店 にす る こ とを 目

標 と したash。1950年 ユ0月に は 「販 売 奨 励 金 」 の支 払 を年4回 に分 け て実 施 す る

よ う に変 更 し,広 告 宣 伝 物 の 支 給 な ど連 盟 店 の特 典 を追 加 し」`17)。代 理 店 に対

して担 当 地域 の小 売 店 を ナ シ ョナ ル化 す る よ う連 盟 店 の 特 典 を小 売 店 に説 明.し,

ナ シ ョナ ル販 売 網 の 構 築 に一 層 努 力 す る よ う求 め だ%.さ ら に,代 理 店 と小 売

店 の連 携 を深 め さ せ るた め に,松 下 電 器 は 代 理 店 とそ の傘 下 の小 売 店 に よ る

「ナ シ ョナ ル 会」 の結 成 を促 進 して い った 。

IV生 産拡大期の流通政策(1950年 以降)

1生 産体制 と営業体制の拡大

.デ フ レの 中,1950年3月 松 下 電 器 は さ らに 組織 の縮 小 ・簡素 化 を行 っ た。 事

43)営 業 部 資 料,1949年8月21臨

44〕 同 上 。 無 線 製 造 所 資 料,1949年2月2!日 。r営 業.史』,55-6ベ ー ジ。

45)営 業 部 資 料.,1949年S月3日 σ

妬 〕 松 下電 器 産 業,『 ナ シ ョナ ル シ ョ ップ誌 』,19494V10月 号 。

47}松 下電 器 産 業 経 営 資 料 〔ラジ オ連 盟店 に 関す る 資料 〕,1950年10月25日 。

48〕 当 時 ナ シ ョナ ル ラ ジ オ連 盟 盾 は2,721店 で 全 国 ラ ジ オ店 の27.6%占 め てい た 〔松 下 電 器 産 業経

営 資 料 〔ラ ジ オ連 盟 店 に 関 す る資 料 〕,1950年)。
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業 部制 へ と機 構 改 革 が 行 わ れ,本 社 機 構 も簡 素 化 され た 。

しか し,1950年 下期 か ら朝 鮮 特 需 の 影響 を受 け て沈 滞 して い た 消 費 財 需 要 が

盛 り.返して きた 。各 メ ー カ ー と も在 庫 は解消 し,全 国 的 な品 不 足 の 状 態 にな っ

た 。 特 に,ラ ジ オは 翌年 か ら の民 放 開 局 予定 に伴 い ス ーパ ー ラ ジ オの 需 要 が 高

ま っ てい っ た。 松 下 電 器 は1950年8月 に は ラ ジオ 月 産 台 数9,⑪00台 に 達 し,ま

た 関東 で も東 芝 が トップ を切 り,八 欧,ミ タ カ,山 中 な どの各 メ ー カー が2-

3割 の 増 産 を行 った⑧。

松 下 電 器 は,第1事 業 部 ラジ オ工 場 に組 立 か ら調 整,完 成 の全 行 程 にベ ル ト

コ ンベ ア を採 用 し生 産効 率化 を 図 っ た働。1950年 に は58秒 に1台 の 割 合 で4球

ス"パ ー を組 み 立 て る よ うに な っ て い た51)。1951年12月,当 時 と して は画 期 的

な 月 産 ユ万5,700台 の 生 産 を達 成 す る に至 り,翌52年 に は 流 れ 作 業 の 基 礎 を確

立 した53:1、,1953年2月 皇 太 了・訪 問 の 際 に は30秒 に1台 の割 合 で 生 産 す る よ うに

.な っ て い た5%

ま た,ユ951年7月 に 第1事 業部 か ら管 球 部 門 が 第5事 業 部 と して 独 立 した囲。

真 空 管 に生 産へ の合 理 化 投 資,1951年10月 の フ ィ リ ップ ス と の提 携 に よ る松 下

電 子工 業 の 設立 働 に よ って,松 下 電 器 の真 空管 生 産 量 は1952年 秋 に は東 芝 と肩

を 並 べ る ま で に増 加 しだ%東 芝 やMT管 生 産 で先 ん じてい た 日本 電 気 との 激

しい 販 売 競 争 を繰 り広 げ た結 果,1952年 秋 か ら真 空 管 の卸 リベ ー トは拡 大 し,

翌53年 か ら仕 切 り値 は下 落 して い った57>。電 球で ば東 西 の2大 ブ ラ ン ド,マ ツ

ダ とナ シ ョナ ル は激 しい 宣伝 合戦 を繰 り広 げ た 鋤。

49)電 波 新 聞,1951年8月25日 。

5の 『創 造 へ の 飛 躍.1,92ペ ー ジ。

51)岡 本 康 雄,「 口立 と松 下m」,1979年,中 央公 論 祉,45ペ ー ジ、

52)『 創 造 へ の 飛 躍』,110ペ ー ジp

53)同 上,113ペ ー ジ。

54)同 上 。

55)1日 立 と松 ドm』,38ペ ー ジ。

56)電 波 新 聞,1952年11Jj29日n

57)東 芝 の 受 信 管 値 下 げ に他 社 も追 随 した(電 波 新 聞,195311月2日)。

58)例 え ば,1952年3月 「ナ シ ョナ ル」 が テ レ ビや 洗 濯 機 を景 品 に付 けた 売 り出 しを 行 え ば,「 マ

ツ ダ」 が1952年8月 東 海 道 沿線 を飛 行 機 か ら電 球 無 料 券 ・割 引 券 を ば らま く とい った 派手 な売 ノ
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1950年10月,第2事 業 部 か ら電 熱 部 門 が 第4事 業 部 劉 と して分 離 独 立 し,第

4事 業 部 で は ア イ ロ ン,電 気 コ タ ッな どを増 産 して い った 。.

第4事 業 部 で は さ ら に,1951年 か ら54年 にか け て電 気 洗 濯 機,.ミ キサ ー,掃

除機 の生 産 を 開始 し,こ う した 新 製 品 の増 産 の た め専 用 工 場 が 建 設 され た 。

こ う し て事 業 の 専 門細 分 化 を す す め,1954年8月4本 部10事 業 部 制 とな っ

た5。}.。松 下 電 器 はユ952年 か ら54年 ま で の3年 間 に5⑪以 上 の 新 製 品 を発 売 した611。

生産 体 制 の拡 大 と並 行 して販 売体 制 も拡 大 して い った。 当時,営 業 所 は事 業

部 と代 理 店 を結 ぶ 製 品 流 通 拠 点 と して機 能 して い た。 地 域 別 の 販 売 額 は 営 業 所

売 上 に よ っ て把 握 され て い た 。1950年 以 降,松 下 電 器 は全 国 の 出 張 所 ・駐 在 所

網 の拠 点 づ く りを急 速 に進 め て い った⑭。

ま た,1951年6月 本社 に.市販 部,特 販 部,宣 伝 部 を設 置 し6呂,,従来各 事 業 部.

に分 散 され て い た宣 伝 課 を本 社 直 属 の 宣伝 部 に統 一 す る こ と に な った 面Qそ の

後,市 販 部 に は52年9月 に企 画課,連 盟 店 課,周 知 調 査 課 を設 置,53年8月.に

宣 伝 部 を 宣 伝 部 と販 売 助 成 部 に 分 化 した65).1954年8月 の 機 構 改 革 の 際,

＼ り出しを繰 り広げた(電 波新聞,1952年8月16日,12月6日)。

59)以 下,第4事 業部の変遷は次の資料を参照 した。「社史資料(9).」,.1963年,64ページ。

60>『 略史」,242ページ。

61}同 上,241ペ ージD

62}営 業所網の拡大は,販 社設立の方針が固まる1955-5691一まで続き,そ れ以降多くの出張所駐在

所は廃止されていく,

管轄営業所 .出 張 所 駐 在 所

九 州 長崎 ・鹿児島 ・小倉 ・熊本 ・大分

広 島 下関 ・岡山

本 社 彦 根 ・高 松 ・松 山 ・奈 良

名古 屋

東田.京..

静 岡 ・金 沢 ・松 本 ・三 重 ・福 井 ・富 山 ・岐 阜 豊橋

新 潟 ・郡 山 ・横 浜 ・両 毛 山梨 ・茨城

仙 台 弘前 〔後に青森)・ 盛 岡 ・秋 田

北 海 道 旭川 ・帯広 函館 ・釧路 ・室蘭

(1営 業 史 」,76-77ペ ー ジ。 「社 史 資 料{1副 、1965年,34-44ペ ー ジ)

63)「 営 業 史』,75ペ ー ジ。

64)電 波 新 聞,1951年7月5日 。

65)『 営 業 史』,76ペ ー ジ.
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営 業 本 部 の下 に 商 務 部,宣 伝 部 が 設 け られ,専 門 的 職 務 を 担 う課 が 設 置 され

た 働。

さ ら に,1951年 秋 か ら 「SFM(サ ー ビ ス フ ィー ル ドマ ン)制 度」 を 実 施 し,

市 場 調 査 松 下 電 器 と販 売 店 との コ ミ,ユニ ケー シ ョ ンの 強 化 に あ た らせ だ ㌔

同 時 に 「SFM」 は価 格 維 持 の た めの 監 視 の 目の役 割 を果 た して い た。

2代 理店政策

朝鮮戦争は家電製品需要にとっては追い風 となったが,.一 方で電器製品の資

材不足から資材価格の高騰をもたらした。生産体制の拡大ぱ簡単に進んだわけ

ではなかった。資材価格の高騰は,製 造業者が資材調達に必要な資金量を増加

させることになった。そこで,拡 充と回収のバラシスが問題になり始めた。こ

れを期に一部製造業者は不良問屋の整理に着手 しはじめた細。.

松下電器でも1950年 代理店契約更改の際に,商 品代金の回収をいかに確実に

行 うかが検討された。

名古屋営業所では,終 戦後の混乱期には販売 と資金回収が伴わず,や むを得

ず回収可能額の範囲内で販売していたが,1950年 夏からの需要好転によって月

切販売額が5、ユ00万円に達するようになった。 しか し,拡 充すればするほど全

額回収が困難になるという問題が同営業所から報告されている鋤。

1950年 の代理店契約では契約製品が6種 類に拡大 した。生産拡大によって

「共栄奨励金」(「販売奨励金」 と同様の販売奨励 リベー ト)の 基準額が前年度

契約に比べ高く設定されることになった。例 えば第1種 ラジオの場合,.前 年契

約では20万 円の仕.入れに対して2.0妬 であったが,50年 更改契約では1.5%に

なった。同時に,回 収の強化を図るため,こ の契約更改か ら毎月20日締め月末

現金払いの支払制度が採用された7%

66)同 上,103ペ ー ジ松 下 電 器職 制 表(1954年8月 〉。

67)同 上,89ペ ー ジ。

68>電 波 新 聞,1950年9月25目 。

69)名 古 屋 営 業所 資 料,1950年8月24日 。
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松下電器の流通改革における専売制と現金取引の意義(101)10ユ

この更 改 で は,基 本 額 の増 人 に よ り特 に第1種 ラ ジオ と第4種 電 球 で は 高率

リベ ー トの獲 得 が 難 し くな っ た。 ま た,100%以 外 は リベ ー トな しの た め抜 売

意 欲 を極 度 に減 退 せ しめ る とい った点 を東 京 営 業 所 が 指 摘 して い る7%

しか し,「(営 業 所 ・代理 店 と も)互 い に無 理 を しない とい う方 針 」 の も と,

「思 惑 買 い をさせ な い で販 売 回収 のバ.ラ ンスの とれ た 営 業 方 針 を と ら し資金 の

有 効 回転 を 図 る」 こ とが 目指 さ れ た'%確 実 な 回収 は 「松 下電 器 の取 引条 件 を

説 明 し,代 理 店対 小売 店 の商 取 引 をわ が 社 の 方 針 と完 全 にマ ッチす る よ う督 励

して は じめ て」瑚 実 現 し うる こ とが 強 調 され た。 以 後,代 理 店専 売 化 と小 売 店

へ の指 導援 助 が進 め られ て い った ので あ る。

1951年 更 改 で 契 約 製 品 は9種 類 に拡 大 した 。i共 栄 奨 励 金 」 は 第1種 ラ ジ オ

を例 にす れ ぼ,1.5%の 払 い戻 し を受 け るた め.には30万 円以 上100%代 金 払 い の

条 件 が 必 要 で7亀},1950年 方 針 が さ ら に一..一層 徹底 され た。

1950年2月,事 業 部 直 販 地 区 陶 の 代 理 店 数 は49店 で,全 種 契 約 は34店 で あ っ

たz%

1950年11月 に は大 阪 営 業 所 管 内 の 代 理 店 総 数 は44店 とな った 。 そ の内 訳 は,

大 阪 ・兵 庫 を 除 く地 区 に22店,大 阪 ・兵 庫 に22店 で あ る。 大 阪 ・兵 庫 以 外 の 地

区 で.は;ユ5店 が 全 種 契 約 の 専 売 代 理 店 とな って い た 。大 阪 ・兵 庫 で は,全 種 専

売 代 理 店10店,部 分 専 売 代 理 店7店,普 通 契 約5店 で あ っ た。 専 売 代 理 店 に関

して は1%の 専 売 感 謝 金 が 支 払 わ れ る とい う原則 で あ ったが,在 阪 有 力 代 理 店

の専 売 契 約 に対 して は数%の 特 別 リベ ー トが つ け 加 え られ だ η。

松 下 電 壽 で は,1950年 以 降 の 第1次 再 建 に よ っ て資 本 金 ・販 売 額 と も に拡 大

レて きた もの の 同時 に借 入 金 も増 加 して い たD販 売 の増 加 が利 益 の増 加 に結 び

7① 松下電器産業経営資料 〔代理店契約に関する資料),19冊 年。

7]〉 東京営業所資料,1950年 丁2月15日。

72)北 海道営業所資料.1950年8月8日 。

73)名 古屋営業所資料,1950年8月24日.

74)松 卜.電器産業経営資料 〔代理店契約に関する資料),1951年.

75〕 この時期,大 阪営業所は廃止され同営業所担当地区は事業部直販となっていた。

7の 松下電器産業経営資料 〔契約代理店に関する資料),19504P2月1口 。

77〕 松下電器産業経営資料 〔契約代理店に関する資料),1950年11月2⊥日。
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ついていなかった。東芝 ・日立 ・三菱などの大資本が家電製品生産に本格的に

→参入してお り
,そ れらとの競争のため資金効率を高め資本蓄積を促進する必要

があった。その方法は,経 費を節約することと現金取引を徹底することであった。

1953年,松 下社長は 「第2次 再建」を掲げ,経 費の節減を指示したB}。松下

社長は 「総体の人を増やさずに事業を増や してい く。本社も徹底的に経費を節

約し1/3に する」方針をそこで述べている。また,当 時の営業所 ・出張所は担

当地区代理店に対する商物流拠点であ り,営 業所,出 張所が1.5%の 利益を確

保しつつ経営していくために,代 理店の資金を有効に利用 してい く必要があっ

た79}。そのため,代 理店専売.化を徹底 して進め,専 売代理店は営業所にかわ っ

て担当地域の販売責任を負 う方針が掲げられた。

また,脆 弱な経営体質の代理店に対 して信用による長期販売をしたために,.

松下電器の危険と業務 を増加させることになった。長期販売による経費増を避

け,松 ド電器 ・代理店の資金効率を高めるために現金取引を徹底させ ようとし

ていた。

1953年 度本社営業所管内帥,の17店の代理店について見ると,14店 が全種専売

契約であ り,.残 り3店 についても契約製品についてはすべて専売となった。地

方における代理店専売化は確実に進んでいったと言える。大阪営業所管内の代

理店数と構成員に変化は見られなか った。 しか し,大 阪では契約製品と契約内

容の点から見て,松 下電器とのつながりの強さは確固としたものとは言えず,

松下電器から離れつつある代理店も見られた3㌔ 他社が.長期信用取引を行 う中,

松.ド電器の現金取引と商品の魅力の低さがその原因であった。このことは,大

都市の.大卸は傘下小売店を独自で指導援助 していく能力があったことを意味し

ている。

78)松 下電器 産業経営 資料,19534f7月23口 。以下、「第2次 再建」 に関す る記述 は特 に脚注 のな

い もの は同資料 を参照 した。

.79)松 下電器産業経営資料,1953年8月25日.

BO)旧 大阪営業所管内の大阪 ・兵庫を除 く地区を指す 。

81)松 下電器産業経営資料(契 約代理 店に関する資料),1953年 。

周
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3小 売店政策

195ユ年5月,ラ ジ オ連 盟 店 制 度 の 運 営 方 法 が 改訂 され た。.製品 品種 の 拡 大 に

よ って,そ れ までA券 マ グ ネ チ ック40円,B券 ダイ ナ ミ ック80円 とい った大 ま.

か な分 類 で あ っ た 「共 益 券 」 で は 対 応 で きな くな り,品 種 に応 じて1点 か ら30

点 の 点 数 を付 け る方 式 に変 更 した。 ま た,パ ー ツに も 「共 益 券 」 を付 し,「 共

益 券」 の点 数 に よ る優 秀 連 盟 店 の 選定 基準 を 明確 に した。.優秀 連 盟 店 に対 して

店 頭 販 促 物 贈 呈,工 場 見 学,技 術 講 習 な ど特 典 を付 け る こ と にな つだ%

電球 連 盟 店,乾 電 池 連 盟店 で も同 じよ うな主 旨 の運 営 方 式 の 改訂 が行 われ て

い た。 各 事 業 部 は こ う した特 典 を増 加 し,連 盟 唐 網 の拡 大 と 「共益.券」 の返 送

率 の上 昇 に よ って 各 事 業 部 の販 売 方 針 を小 売 店 に まで 浸 透 させ よ う と してい た 。

ま鵡 一 方 で195.1年11月 か ら連 盟 店 に対 して 支 払 報 償 制 度 を実 施 し,小 売 店

に対 す る代 金 回収 問 題 に も着 手 し始 め た尉。 この 制 度 は,代 理 店 契 約 を厳 重 か

つ 正 確 に実 施 す るた め に連 盟 店 の支 払 に対 す る観 念 を根 底 か ら切 り替 え,回 収

面 で 連 盟 店 と松 下電 器 本社 との総 合的 連 携 を強 め,支 払 期 限 の延 長 に よ る値 引

き販 売 を防 止 す る こ とを狙 い と してい た 。

さ ら に,松 下 電器 と連 盟 店 との総 合 的 な関係 強 化 とい う 目的 で,1952年12月

か ら従 来 の 製 品 別 連 盟 店 制 度 を発 展 させ,総 合 連 盟 店 制 度 を発 足 させ た鮒6市.

販 額 の0.5%を 運 営 費 に あ て,「 共 栄 券 」1点 に つ き1円 の 「販 売 奨 励 金 」,

6ヶ 月 毎 の拡 充 感 謝 記 念 品,1年 毎 の感 謝状,そ の他 広 告 宣 伝 品 を提 供 す る こ

とに な つだ%.

総合 連 盟 店 制 度 は,事 業 部 に と って は 「共 栄 券 」 に よ る販 売 状 況 が把 握 しに

く くな り,ま た 事 業 部 毎 の 方 針 を徹 底 させ る こ とが で きな くな る とい う欠 点 が

あ った8%

82)第1事 業部資料,1951年4月18H。

83)松 下電器産業経営資料,1951年 。

84)こ の制度が実施された背景には,製 品品種の拡大によワて 「共益券(或 いは 「共栄券」)」返送

の中継点となる代理店 ・営業所の事務作業が煩雑になっていたということもあった(市 販部資料.
1952年6月)。

85)営 業本部資料,1952年9月22日 。

".
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しか し,テ レ ビ を は じめ次 々 に発 売 さ れ る新 製 品 の販 路 の確 保 の た め,「 拡

充 の 基 盤 を 広 範 囲 に培 養 す る」 こ とで 各 部 の 意 見 の一 致 を見 だ7,。.連 盟 店 に

とっ て も,全 製 品 の 「共 栄券 」 を一 枚 の台 紙 に ま とめ る こ とで,「 販 売 奨 励 金 」

そ の他 特 典 を享 受 で き る機 会 が大 き くな った 。 総 合 連 盟 店 制 度 は 連 盟 店 の 労力

と資 金 を事 業 部 毎 で は な く,松 下 電 器 の総 合 的 な政 策 に沿 わ せ る もの で あ っ た 。

松 ド電 器 は 実施7ヶ 月後,制 度 の現 況 につ い て調 査 を行 った㌦ 電 界 で は連

盟 店 へ の.登録 店17,340店 の 内 「共 栄 券 」 を100点 以 ヒ返 送 した実 績 店 は7,569店

で44%で あ った 。 さ らに市 販 額 の85-90%が 実 績 店 で 販 売 さ れ て い る こ とが確

認 さ れ た 。 制 度 発 足 前 か ら予 想 され て い た こ とで あ った が 鋤,「 共 栄 券 」 返 送

1,500点 以 上 の 有 力 連 盟 店 は全 商 品 を平 均 的 に販 売 して お り,乾 電 池 や 電 球 の

み を扱 う零 細 連 盟 店 との格 差 が 明 らか にな った 。 曽

つ ま り,総 合連 盟 店 制 度 の 「拡 充 の 基 盤 を 広 範 囲 に培 養 す る」 とい う当初 の

目的 が 十分 に達 成 され てい なか った の で あ る。 課題 は 非 実績 店 を実 績 店 へ と育

成 す る こ とで あ っ た。 そ の た め に 「優 秀 店 賞 」 だ け で な く,「 優 良 店 賞」 「協 力

店 賞 」 「躍 進 店 賞 」 な どの 特 典 を増 や して い った 。 ユ955年 か ら6ヶ 月 記 念 品 の

か わ りに お客 へ のサ ー ビス品 を受 け る こ とが で きる 「カ ス トマ ー ・サ ー ビ ス制

度 」9[1〕が 設 け られ た 。 翌56年 か ら は 「販 売 奨 励 金 」 を積 立 制 に し,小 売 店 の 資

本 蓄 積 を促 進 しよ うと しだ ㌔

こ う して1950年 代 中 穎か ら連 盟 店 政 策 は一 時 的 な招 待 売 り出 しが ら,「 共 栄

券 」 の返 送 と厳 密 に関 連 させ た登 録 店 の育 成へ と変 化 してい った 。

■沸
.

Vお わ り に

以.E検 討 して き た よ う に,既 存 の 代 理 店 や 小 売 店 を 利 用 した 松 下 電 器 の 流 通

86)第2事 業部資料.1952年6月10日 。

87)営 業本部資料,1953年6月10同D

呂8)同 ヒ。

89)営 業本部資料,1952年10月10日 。

9Q)松 下電器産業,rナ シ ョナ ルシ 珂ップ誌」,1955年8月 。

91)松 下電器産業,『 ナシ ョナ ルショップ誌』,1956年3月 。
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政策は,代 理店と小売店の収益率を上昇させ資本蓄積を促進することによって

値崩れを防ぎ,確 実に代金回収をしつつ自社製品のマス ・マーケットを追求す

ることであった。そ.のために,松 下電器は高度成長期以前から代理店や.小売店

ヒ対 して指導援助 を行 っていた。

代理店に対して,計 数管理を行わせ,松 ド電器の販売政策に沿って計画的な

仕入販売を行い.代 理店が独 自の資金で小売店を指導援助できるようにするた

め,現 金取引と専売化を進めていった。

しか し,1950年 以前はマージンの大 きな中小製造業者製品との代理店資本獲

得競争が大きな意味を持 っており,代 理店に対 して松下製品の優秀性を訴える

ことや,マ ージンを大 きくするかわ りに様々な景品 ・招待旅行付 き売 り出しを

行うζとが流通政策の中心であった。

1950年 代,生 産設備の拡大 とともに販路め拡大が重要課題となった。 した

がって,代 理店と小売店の育成 という観点から松下電器の流通政策が戦後開始

されたのは50年代前半からである。 しか し,従 来の研究では50年代前半の高度

成長期以前に対す る関心は非常に低かった。

50年代前半から,松 下電器は販売経路の拠点であ6た 営業所 ・出張所網を.全

国に展開し,既 存の代理店を利用 して販路を拡大 していった。松下電器の販路

が拡大したとはいえ,.代理店1店 当た りの規模は小さか った。取引小売店を組.

織化し援助を行えるのは大都市の有力卸 ぐらいであった。中小代理店が他社製

品や他業種製品を併発することは,松 下電器製品の仕入れ販売に向けられる資

金を少な くするばかりでなく,松 下製品の拡充キャンペーンを実施するための

資金準備を困難にした。そのために,中 小代理店には取扱品目を絞 り商品回転

率を高めさせ,現 金取引によって販売管理を簡素化 し資金を創 り出させる必要

があった。そして,松 下電器は代理店 と小売店の綿密な連携により松下製品販

売網を拡大 し,究 極的には小売店のナショナル製品取扱比率を高めようとして

いた。

しか し,1954年 政府の金融引き締め政策によって,価 格の下落や決済期間の
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長期化という問題が深刻になっていった。景気が立ち直 った後 も取引正常化は

困難であった。.大量生産による押 し込み販売の圧力や低所得層の需要の掘 り起

こ.しのために価格の下落や決済期間長期化の傾向は続いた。

これは,実 際には代理店や小売店の資本蓄積が生産の拡大に比べ不十分で

あったということを意味している。多 くの代理店や小売店は売手の与信によっ

て仕入を拡大 していたに過ぎなかったため,金 融引き締めが行われる.とたちま

ち彼らの資金繰りは悪化 した。

5⑪年代後半,代 理店の資金繰 りが苦 しくなるにつれ,卸 による小売販売や商

品の横流しを蔓延させ価格の下落を引き起こした。代理店が価格訴求以外の販

促 を行うことは困難な状況になっていった。松下電器をはじめ,製 造業者は卸

の.小売販売や横流 しを規制することはできなかった。だからこそ廉価販売業者

への出荷停止は公取委に独禁法運反とされた後,松 下電器は自ら卸段階に資本

投資して販売会社を設立していったのである。

1
.昌
.
.


